
   らくらくサポート新規枠登録申込書 
 
                   

 

 

 

貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

「らくらくサポート」は御落札車両代金のお支払期限延長の 

サービスでございます。 

 只今お申込受付時の決算報告書及び確定申告書不要での受付 

審査致しております。 

新規枠登録申込時の登録料・登録年会費は無料でございます。 

この機会に、是非お申込お願いいたします。 

つきましては大変お手数ではございますが、申込書に必要事項

のご記入・ご捺印の上、HAA神戸会員課まで郵送をお願い致しま

す。（ＦＡＸは不可です）会場に直接ご持参でも受付可能でござ

います。 

お申込みお待ちしております。 

                         

    

 

 

                         



らくらくサポート新規枠登録申込書 
 

新たに、らくらくサポートのご利用を希望される会場に○印をお付けください。 

 
ＪＡＡ ＰＯＳ番号      

 

 
ＨＡＡ神戸 ＰＯＳ番号      

 

当社（私）は、裏面記載のらくらくサポート利用規程の条項に同意の上、上記会場へのらくらくサ

ポートのサービスの適用を申し込みます。 

 

申込日   平成   年   月   日 

 

会 社 名 

フリガナ 

実印      

住 所 

（登記上の住所） 

フリガナ 

〒 

 

TEL      -       -          FAX      -       - 

代表者様名 

フリガナ 

個人実印     

代表者様  

住所 

フリガナ 

〒 

 

TEL      -       -          FAX      -       - 

※ お申し込みからサービス適用までに要する日数は会場により異なります。また、適用条件につきまし

ては会場ごとに審査の上、それぞれ独自に設定させていただきますので、ご利用いただけない場合や

ご希望にそえない場合がございます。予めご了承ください。 

 

（JAA/HAA神戸使用欄） 

上記のらくらくサポートの申し込みに対し、次のとおり登録を完了しました。 

   平成  年  月  日 

株式会社ジェイ・エー・エー 

 

上記のらくらくサポートの申し込みに対し、次のとおり登録を完了しました。 

   平成  年  月  日 

株式会社 ＨＡＡ神戸 

ＪＡＡ会場 ご利用限度額 万円 

ＨＡＡ神戸会場 ご利用限度額 万円 



らくらくサポート利用規程 

株式会社ジェイ・エー・エー / 株式会社ＨＡＡ神戸 

（2014年４月１日改定） 

（本サービスの内容） 

第１条 

らくらくサポートとは、株式会社ジェイ・エー・エー（以下「ＪＡ

Ａ」という）及び株式会社ＨＡＡ神戸（以下「ＨＡＡ神戸」といい、

ＪＡＡとＨＡＡ神戸を個別にまたは総称して「ＪＡＡ等」という）

の規定する落札規程に拘わらず、落札車輌の車輌代金、消費税、手

数料等の債務（以下「本債務」という）の決済期限を、ＪＡＡ等の

定める期限まで延長できるサービス（以下「本サービス」という）

をいいます。 

本サービスは、所定の方法によりＪＡＡ等に申し込み、ＪＡＡ等が

登録を認めた会員（以下「らくらくサポート登録会員」という）の

みが利用できるものとします。 

 

（個々の申し込みの方法） 

第２条 

らくらくサポート登録会員は、落札した車輌のうち決済期限の延長

を希望する車輌について、オークション終了後30分以内に所定の方

法でＪＡＡ等に申し出るものとし、ＪＡＡ等がそれを承諾した事に

より決済期限の延長がなされるものとします。 

 

（決済期限及び再延長した場合の名義変更期限） 

第３条 

１．本サービスを利用した車輌の決済期限は、開催日を含めて13週

間または名義変更期限の４営業日前のいずれか早く到来する日

までとします。 

２．らくらくサポート登録会員は、名義変更期限の定められた車輌

について、名義変更期限の４営業日前を越えて決済期限の延長

（以下「決済期限の再延長」という）を希望する時は、所定の

方法でＪＡＡ等に申し込みを行い、ＪＡＡ等が認めた場合に開

催日を含めて13週間まで再延長できるものとします。決済期限

の再延長に伴い、一旦ＪＡＡ等を所有者とする名義変更を行う

ものとします。 

３．決済期限の再延長をした場合の名義変更期限は、開催日を含め

て15週間後までとします。 

４．前項の期限を超過したことにより、譲渡書類の有効期限を失効

し、譲渡書類の差替え等が発生した場合は、ＪＡＡ等のオーク

ション規約に定めるペナルティをＪＡＡ等に支払うものとしま

す。 

 

（利用限度額） 

第４条 

本サービスの利用限度額は、らくらくサポート登録会員毎にＪＡＡ

等が定めた極度額を上限とします。 

 

（手数料） 

第５条 

らくらくサポート登録会員は、別表に定める本サービスに関する決

済期限延長手数料（以下「らくらくサポート手数料」という）、事

務取扱手数料及び決済期限の再延長に伴う名義変更手数料（以下併

せて「本手数料」という）をＪＡＡ等に支払うものとします。 

 

（譲渡書類の扱い） 

第６条 

らくらくサポート登録会員は、ＪＡＡ等への本債務の支払いが完了

するまで、当該車輌の譲渡書類の交付をＪＡＡ等に請求できないも

のとします。 

 

（期限前決済及び譲渡書類の発送） 

第７条 

らくらくサポート登録会員は、決済期限が未到来の期間内であって

も、車輌単位でＪＡＡ等に本債務の支払いを行うことにより、当該

車輌の譲渡書類の発送を請求する事ができるものとします。但し、

ＪＡＡ等への支払いが１件でも決済期限を超過している場合は、本

債務の支払いが完了した車輌を含めて全ての車輌の譲渡書類の交付

をＪＡＡ等に請求できないものとします。ＪＡＡ等はらくらくサ

ポート登録会員よりの支払いの完了及び決済期限超過の無いことを

確認後、当該車輌の譲渡書類を速やかに発送するものとします。 

 

（報告義務） 

第８条 

らくらくサポート登録会員は、ＪＡＡ等から要求があった場合、そ

の事業の状況を説明し、ＪＡＡ等が指定する書類を提出するものと

します。 

 

（期限の利益喪失等） 

第９条 

１．らくらくサポート登録会員は次の各号の事由が一つでも生じた

場合には、ＪＡＡ等から通知催告等が無くてもＪＡＡ等に対す

る一切の債務について当然に期限の利益を失い、直ちに債務を

弁済するものとします。 

（１）差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立、仮登記担

保契約に関する法律第２条に定める通知、手形交換所の取引

停止処分若しくは租税公課の滞納、その他滞納処分を受け又

はこれらの申立、処分、通知を受くべき事由を生じたとき 

（２）支払停止の状態に陥り又は破産、会社整理、特別清算、会社

更生、民事再生の手続き申立を受け若しくはこれらの申立を

したとき 

（３）合併によらず解散したとき 

（４）ＪＡＡ等の会員としての資格を失ったとき 

（５）提携オークション等の契約解除に伴い参加資格を失ったとき 

２．次の各号の事由が一つでも生じた場合には、ＪＡＡ等の請求に

よってＪＡＡ等に対する一切の債務につき期限の利益を失い、

直ちに債務を弁済するものとします。 

（１）本債務の履行を怠り又は本契約若しくはＪＡＡ等との他の取

引約定に違反したとき 

（２）ＪＡＡ等の規定する市場参加契約上の義務に違反し、その違

反の程度が重大な違反になるとき 

（３）その他信用状態が著しく悪化したときなど、ＪＡＡ等が与信

上、必要と判断したとき 

（４）前項各号の一に準ずる事由があったとき 

 

（遅延損害金） 

第10条 

らくらくサポート登録会員は、本債務の決済期限を超過したときは、

本債務に対して日歩５銭の割合による遅延損害金をＪＡＡ等に支払

うものとします。また遅延発生時には別記、遅延損害事務手数料を

支払うものとします。 

 

（本サービスの有効期限） 

第11条 

本サービスの有効期限は、ＪＡＡ等がらくらくサポート登録会員と

して登録を認めた日より６ヶ月間とし、ＪＡＡ等が不適格と判断し

た場合を除き自動更新するものとします。なお、当該期間内に本

サービスの利用実績が無い場合は、原則として継続を認めないもの

とします。 

 

（合意管轄裁判所） 

第12条 

本サービスに関連する裁判の管轄は、東京簡易裁判所又は東京地方

裁判所とします。 

 

（利用規程の変更） 

第13条 

ＪＡＡ等は、本サービスの利用規程の変更について、書面による通

知または会場内等への掲示を行うことにより、その内容を変更でき

るものとします。 

以上 

別表 

①らくらくサポート手数料 

 落札金額（消費税別） ２週まで ３週目～13週目 

Ａ 50万円未満 2,000円 1,000円/週 

Ｂ 50万円～100万円未満 4,000円 2,000円/週 

Ｃ 100万円～150万円未満 6,000円 3,000円/週 

Ｄ 150万円～200万円未満 8,000円 4,000円/週 

    

Ｅ 
200万円以上 

4,000円 2,000円/週 
100万円増す毎にＤに加算 

１．消費税を別途申し受けます。 

２．らくらくサポート手数料の利用落札価格帯は落札料、自動車税

預り金、消費税等を一切含まず、車輌の落札価格のみで決定し

ます。 

３．クレーム等により落札価格が変更された場合でも、らくらくサ

ポート手数料は変更いたしません。 

②事務取扱手数料 

１．個々の申し込みを行う利用オークション１開催毎500円（消費税

別途）を申し受けます。 

２．本債務の支払いを怠った場合、申込車輌毎に遅延損害事務手数

料として2,000円（消費税別途）を申し受けます。 

③決済期限の再延長に伴う名義変更手数料 

第３条第２項に定める決済期限の再延長を申し込む車輌毎に、別途

定める名義変更手数料を申し受けます。 


